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１【提出理由】

　当社に対して提起された訴訟につき、和解により解決に至りましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第６号、第12号及び第19号の規定に基づき提出するものでありま

す。

 
２【報告内容】

(1) 当該訴訟の提起があった年月日

平成26年３月20日

 

(2) 当該訴訟を提起した者の名称、住所及び代表者の氏名

　　① 名称　　　　　　　：京都市

 　② 住所　　　　　　　：京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地

 　 ③ 代表者の役職・氏名：京都市長　門川大作

　

(3) 当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額

　当社が京都市から受注した焼却灰溶融施設建設工事に関して、引渡期限までに施設の引渡しが不可能であるとし

て、同市は平成26年３月20日、当社に対して損害賠償等を求める訴えを京都地方裁判所に提起しました。

　これに対して、当社は平成26年８月29日、同市に対して請負残代金等の支払いを求める反訴を同裁判所に提起し

ました。

　なお、京都市の損害賠償請求金額は、約185億円でした。

 

(4) 訴訟の解決があった年月日

平成29年12月19日

 

(5) 訴訟の解決の内容及び損害賠償支払金額

　大阪高等裁判所で、当社が京都市に対して約154億円を支払うことで和解が成立し、本件訴訟は解決しました。

　

(6) 当該事象の損益及び連結損益に与える影響額

　本件が平成30年３月期通期の業績に与える影響は、和解金及び関連費用等を約145億円特別損失に計上すること

により、親会社株主に帰属する当期純利益が約110億円減少する予定です。
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